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   淡路市インターンシップ事業実施要綱 

平成27年３月27日 

告示第56号 

 

改正 平成30年３月31日告示第73号 

令和３年３月31日告示第76号 

令和３年３月31日告示第85号 

令和６年３月28日告示第56号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内企業のピーアール機会の増大を図るとともに、雇用拡大に寄与するために

実施するインターンシップを促進するための事業（以下「インターンシップ事業」という。）の実

施について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) インターンシップ 学生が一定の期間、市内事業所等において就業体験を行うことをいう。 

(２) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校、短期大学又は専修学

校(以下「大学等」という。)に在籍する者をいう。 

(３) 市内法人等 市内に本店若しくは支店を有する法人又は事業所で市長が認める者をいう。 

（事業所の登録） 

第３条 インターンシップ事業に賛同し、学生の受入れを希望する市内法人等（以下「受入希望事業

所」という。）は、淡路市インターンシップ事業事業所登録申込書（様式第１号）を市長に提出し、

登録を受けなければならない。 

（大学等の参加申込み等） 

第４条 インターンシップ事業に参加を希望する大学等は、淡路市インターンシップ事業参加申込書

（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、前条の登録を受けた受入希望事業所の情報

を大学等に提供するものとする。 

３ 大学等は、前項の規定により情報の提供を受けた受入希望事業所のうち、希望する事業所とイ

ンターンシップ事業を行う時期、内容その他必要な事項について協議を行い、当該事業を実施す

るものとする。 

４ 大学等は、インターンシップ事業に参加する学生（以下「インターンシップ実習生」という。）

に対して、当該事業の趣旨及び大学等が受入希望事業所と協議した内容について説明するものと

する。 

５ インターンシップ実習生は、前項の説明を理解した上で、インターンシップ事業に臨むよう努

めるものとする。 

（受入の期間及び時間） 

第５条 インターンシップ事業の実施期間は、実働３日以上とし、就業時間は、インターンシップ実

習生を受け入れた市内法人等（以下「協力事業所」という。）の就業規則に定める時間内とする。 

（災害補償等） 

第６条 協力事業所は、インターンシップ実習生について、災害補償等において十分な配慮を行うも

のとする。 

２ 大学等は、インターンシップ事業の実施期間中の事故及び傷害等に対処するため、必要な措置を

講じるものとする。 

（インターンシップ実習生の守秘義務） 

第７条 インターンシップ実習生は、インターンシップ事業の実施期間中に知り得た協力事業所に関

する情報を他に漏らしてはならない。インターンシップ実習生でなくなった後も同様とする。 

（報告） 

第８条 大学等は、インターンシップ事業の実施期間の終了後速やかに、事業実施報告書を市長に提

出しなければならない。  
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（補助金の交付） 

第９条 市長は、協力事業所に対し、淡路市インターンシップ事業補助金交付要綱（平成27年淡路市

告示第57号）の定めるところにより補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成30年３月31日告示第73号） 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月31日告示第76号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 31日告示第 85号） 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月 28日告示第 56号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

淡路市インターンシップ事業事業所登録申込書 

 

年  月  日 

 

淡路市長       様 

 

所 在 地 

事業所名 

代 表 者            

 

 淡路市インターンシップ事業に賛同し、学生の受入れを希望するため、事業所の

登録を受けたいので、淡路市インターンシップ事業実施要綱第３条の規定により、

次のとおり申し込みます。 

受 入 業 種   

受入学生要件 

□大学院  □大学 

□短期大学 □高等専門学校□

専修学校 

□大学院  □大学 

□短期大学 □高等専門学校□

専修学校 

□文系 □理系 □文系 □理系 

※   学部   学科 ※   学部   学科 

受入可能人数   

実 習 場 所   

受入可能時期 
月 日から 

月 日まで 

月 日から 

月 日まで 

受 入 期 間   日／週間（実働 日）   日／週間（実働 日） 

実 習 内 容   

その他(特記事項等)   

ＰＲイベントの参加予定 

(参加予定の場合のみ記入) 

イベント名  

参 加 時 期 年   月 

事業所担当者 

氏名及び連絡先 

所 属  

担 当 者 名  

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 注 ※印の欄は、指定する場合に限り記入すること。
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様式第２号（第４条関係） 

 

淡路市インターンシップ事業参加申込書 

 

年  月  日  

 

淡路市長       様 

 

所 在 地 

教育機関名 

代 表 者          

 

 淡路市インターンシップ事業に参加したいので、淡路市インターンシップ事業実

施要綱第４条第１項の規定により、次のとおり申し込みます。 

実習希望業種  

実習参加予定 

学 生 数 
 人 

実習予定時期 月  日から  月  日まで 

実習予定期間 日／週間 

単位認定の有無 
□ 有（条件等：                ） 

□ 無 

担当者氏名 

及 び 連 絡 先 

所 属  

担 当 者 名  

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 


